
吸収分割に係る事前開示書類 
（会社法第 782 条第１項及び会社法施行規則 183 条に基づく事前開示事項） 

2026 年 1 月 27 日 
東京都港区麻布台一丁目３番１号 

株式会社ＳＨＩＦＴ
代表取締役社長   丹下 大 

株式会社ＳＨＩＦＴ（以下「当社」といいます。）は、2026 年 1 月 14 日付で Stride Digital 
Group 株式会社（以下「吸収分割承継会社」といいます。）との間で締結した吸収分割契約
に基づき、2026 年 3 月１日を効力発生日として、当社の保有する Airitech 株式会社の株式
の保有事業に関する権利義務を吸収分割承継会社に承継させる吸収分割（以下「本件分割」
といいます。）を行うこととしました。 
会社法第 782 条第１項及び会社法施行規則第 183 条の規定に定める事項は、以下のとお

りです。 

１．吸収分割契約等の内容 
別紙「吸収分割契約書」のとおりです。 

２．会社法第 758 条第４号に掲げる事項についての定め（当該定めがない場合にあっては、
当該定めがないこと）の相当性に関する事項 
当社と吸収分割承継会社とは、完全親会社と完全子会社の関係にあるため、本件分割

に際して株式の割当てその他一切の対価の交付はありません。なお、本件分割による吸
収分割承継会社の資本金の増加はありません。 

３．会社法第 758 条第８号又は第 760 条第７号に掲げる事項を定めたときは、次に掲げる
事項 

イ．会社法第 758 条第８号イ又は第 760 条第７号イに掲げる行為をする場合において、
会社法第 171 条第１項の決議が行われているときは、同項各号に掲げる事項 
会社法第 758 条第８号イ又は第 760 条第７号イに掲げる事項を定めておらず、該

当事項はありません。 

ロ．会社法第 758 条第８号ロ又は第 760 条第７号ロに掲げる行為をする場合において、
会社法第 454 条第１項の決議が行われているときは、同項第１号及び第２号に掲げ
る事項 
会社法第 758 条第８号ロ又は第 760 条第７号ロに掲げる事項を定めておらず、該

当事項はありません。 

４．会社法第 758 条第５号及び第６号に掲げる事項を定めたときは、当該事項についての定



 

 

めの相当性に関する事項 
会社法第 758 条第５号及び第６号に掲げる事項を定めておらず、該当事項はありま

せん。 
 
５．吸収分割承継会社についての次に掲げる事項 
イ．最終事業年度に係る計算書類等（最終事業年度がない場合にあっては、吸収分割承継

会社の成立の日における貸借対照表）の内容 
  吸収分割承継会社の最終事業年度に係る計算書類等の内容は、別紙２のとおりです。 
 

 
ロ．最終事業年度の末日（最終事業年度がない場合にあっては、吸収分割承継会社の成立

の日。ハにおいて同じ。）後の日を臨時決算日（二以上の臨時決算日がある場合にあ
っては、最も遅いもの）とする臨時計算書類等があるときは、当該臨時計算書類等の
内容 
該当事項はありません。 
 

ハ．最終事業年度の末日後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の会社財産の状
況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容（吸収合併契約等備置開始日
後吸収分割の効力が生ずる日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場
合にあっては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。） 

    該当事項はありません。 
 
６．吸収分割株式会社（清算株式会社を除く）についての次に掲げる事項 
イ．吸収分割株式会社において最終事業年度の末日（最終事業年度がない場合にあっては、

吸収分割株式会社の成立の日）後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の会
社財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容（吸収合併契約等
備置開始日後吸収分割の効力が生ずる日までの間に新たな最終事業年度が存するこ
ととなる場合にあっては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限
る。） 

 
金融商品取引法に基づく有価証券報告書等の開示書類に関する電子開示システム 

（EDINET）により閲覧可能な有価証券報告書に記載の「重要な後発事象」に記載の
事項と以下のとおりです。 

 
海外子会社設立に関するお知らせ 
譲渡制限株式ユニット制度に基づく自己株式処分に関するお知らせ 
子会社（株式会社 SHIFT グロース・キャピタル）を通じた  
エスコ・ジャパン株式会社の新設分割会社の株式取得（子会社化）に関するお知ら
せ 
自己株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ 

https://contents.xj-storage.jp/xcontents/AS95685/6effd980/c3b1/4c69/8c3d/979fafe49238/140120250930565347.pdf
https://contents.xj-storage.jp/xcontents/AS95685/cbb8f5b2/afd6/44da/8d6b/9a7ba82bc3c9/140120251215519983.pdf
https://contents.xj-storage.jp/xcontents/AS95685/cbb8f5b2/afd6/44da/8d6b/9a7ba82bc3c9/140120251215519983.pdf
https://contents.xj-storage.jp/xcontents/AS95685/cbb8f5b2/afd6/44da/8d6b/9a7ba82bc3c9/140120251215519983.pdf
https://contents.xj-storage.jp/xcontents/AS95685/cbb8f5b2/afd6/44da/8d6b/9a7ba82bc3c9/140120251215519983.pdf
https://contents.xj-storage.jp/xcontents/AS95685/a886ec86/6f21/4f69/890f/28bc6afe7a45/140120260114533538.pdf


 

 

    子会社（株式会社 SHIFT グロース・キャピタル）を通じた  
株式会社ニッセイコムの株式取得（連結子会社化）に関するお知らせ 
募集新株予約権(有償ストック・オプション)の発行に関するお知らせ 
 

ロ．吸収分割株式会社において最終事業年度がないときは、吸収分割株式会社の成立の日
における貸借対照表 
当社は最終事業年度があるので、これに該当しません。 
 

７．吸収分割が効力を生ずる日以後における吸収分割株式会社の債務及び吸収分割承継会社
の債務（吸収分割株式会社が吸収分割により吸収分割承継会社に承継させるものに限
る。）の履行の見込みに関する事項 
当社及び吸収分割承継会社のそれぞれの資産及び負債について、本吸収分割の効力発

生日以後における両社の債務の履行に支障を及ぼす事情の発生及びその可能性は現在
のところ認識されておらず、 当該効力発生日以後においても、両社の資産の額は負債
の額を十分に上回ることが見込まれており、両社が負担すべき債務については、履行の
見込みに問題ないものと判断しております。 

 
８．事前開示開始日以降に上記事項に変更が生じたときは、変更後の当該事項 

変更がありましたら、直ちに開示いたします。 
以 上 

https://contents.xj-storage.jp/xcontents/AS95685/e44431e1/913c/4766/9581/6a9457125783/140120260114533486.pdf
https://contents.xj-storage.jp/xcontents/AS95685/e44431e1/913c/4766/9581/6a9457125783/140120260114533486.pdf
https://contents.xj-storage.jp/xcontents/AS95685/33844295/a941/4bae/88cf/5293ddc76c3f/140120260114533987.pdf


 

 

【別 紙】 
 
１．吸収分割契約書 
  2026 年 1 月 14 日付で株式会社 SHIFT と Stride Digital Group 株式会社との間で 
  締結された吸収分割契約書（別途 PDF ファイルとして添付） 
 
２．吸収分割承継会社の最終事業年度に係る計算書類 
  Stride Digital Group 株式会社の最終事業年度に係る計算書類 
  （事業報告および計算書類、附属明細書および監査報告書） 
  （別途 PDF ファイルとして添付） 

 



 
吸収分割契約書 

 
吸収分割承継会社 Stride Digital Group 株式会社（以下「甲」という。） 及び吸収分割会

社 株式会社ＳＨＩＦＴ（以下「乙」という。） は、乙の Airitech 株式会社株式保有事業（以
下「本件事業」という。）の吸収分割（以下「本件吸収分割」という。）に関し、以下のとお
り契約を締結する。 
 
（吸収分割の方法） 
第 １ 条 甲は、吸収分割により、乙から第５条に定める乙の本件事業に関する権利義務（以

下「本件権利義務」という。）を承継し、乙は甲にこれを承継させる。 
２ 本件吸収分割の当事者の商号及び住所は、以下のとおりである。 

    （１）甲：吸収分割承継会社 
            商 号 ： Stride Digital Group 株式会社 
          住 所 ： 東京都目黒区目黒一丁目 24 番 12 号 
    （２）乙：吸収分割会社 
         商 号 ： 株式会社ＳＨＩＦＴ 
         住 所 ： 東京都港区麻布台一丁目３番１号 
 
（吸収分割の効力発生日） 
第 ２ 条 本件吸収分割の効力発生日は、２０２６年３月１日とする。 

２ 本件吸収分割の効力発生日の前日までに吸収分割に必要な手続を遂行できない
ときは、甲乙協議の上、これを変更することができる。 

 
（分割対価の交付及び割当て） 
第 ３ 条 甲は、本件吸収分割に際して、乙に対して、株式、金銭、その他一切の対価を交

付しない。 
 
（増加する資本金及び準備金の額等） 
第 ４ 条 本件吸収分割により増加する甲の資本金の額及び準備金の額等は、次のとおりと

する。 
    （１）増加する資本金の額   金０円 
    （２）増加する準備金の額等  会社計算規則の規定に従い、甲が定める。 
 
（承継する権利義務） 
第 ５ 条 本件権利義務は、別紙「承継権利義務明細表」記載のとおりとし、債務は甲に承

継されないものとする。 
 

  



（吸収分割契約の承認） 
第 ６ 条 甲及び乙は、本件吸収分割の効力発生日の前日までに、それぞれ本契約の承認及

び本件吸収分割に必要な事項に関する機関決定を行うことを要する。 
 
（会社財産の善管注意義務） 
第 ７ 条 甲及び乙は、本契約の締結後、本件吸収分割の効力が発生するまでの間、善良な

る管理者の注意をもって、それぞれの業務を執行し、かつ、一切の財産管理の運営
を行い、その財産及び権利義務に重大な影響を及ぼす事項については、あらかじめ
甲乙で協議の上、これを実行する。 

 
（分割条件の変更及び本契約の解除） 
第 ８ 条  本契約の締結の日から本件吸収分割の効力が発生するまでの間において、天災地

変その他の事由により、甲又は乙の財産又は経営状態に重大な変動が生じたときは、
甲乙で協議の上、分割条件を変更し、又は本契約を解除することができる。 

 
（本契約の効力） 
第 ９ 条 本契約は、第６条に定める甲及び乙の適法な機関決定が得られないときは、効力

を失う。 
 
（協議事項） 
第１０条 本契約に定める事項のほか、本件吸収分割に関し必要な事項があるときは、本契

約の趣旨に従って、甲乙で協議の上、これを決定する。 
 
 以上のとおりの契約を締結したので、本契約書１通を作成し、甲が原本を保有し、乙が写
しを保有するか、又は、本契約書の電磁的記録を作成し、甲乙が合意の後、電子署名を施し
て、各自その電磁的記録を保管する。 
 
２０２６年１月１４日 

 
    吸収分割承継会社 （甲）東京都目黒区目黒一丁目 24 番 12 号 

Stride Digital Group 株式会社 
代表取締役 畠山 奨二 

    
吸収分割会社   （乙）東京都港区麻布台一丁目３番１号 

株式会社ＳＨＩＦＴ 
代表取締役 丹下 大 

  



別 紙 

承継権利義務明細表 
 
承継する資産 

Airitech 株式会社（本店：東京都渋谷区代々木三丁目 22 番 7 号）の株式の全部 
 

以 上 



                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

事 業 報 告 書 
 

 

 

 

 

令和 7 年 8 月期 

 

 

 

 

 

 

自 令和 6 年 9 月 1 日 

 

至 令和 7 年 8 月 31 日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【Stride Digital Group 株式会社】 

（旧 バリストライドグループ株式会社） 
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事業報告 
 

自 令和 6年 9 月 1 日 

至 令和 7年 8 月 31 日 

 

1.株式会社の現況に関する事項 

(1) 事業の経過及びその成果 

当事業年度におけるわが国経済は、ウクライナ情勢の長期化や原材料の供給不足

に加えて、グローバルでの金利調整などを背景とした円安進行などもあり、国内外

における経済見通しは依然として不透明な状況が続いております。 

SHIFT グループがサービスを提供するソフトウェア関連市場においては、産業界

全体に変革を起こす DX（デジタル・トランスフォーメーション）という概念のも

と、IT 投資はますます多様化し、その重要性は高まり続けております。 

こうした経営環境の中、当社では当事業年度において、グループ会社の業績拡大

への寄与を重点課題として取り組んでおります。 

この結果、当事業年度は、売上高６億 98 百万円（前年同期比 20.1%増）、売上総

利益６億 98 百万円（前年同期比 20.1%増）、営業利益５億 98 百万円（前年同期比

20.4%増）、当期純利益３億 92百万円（前年同期比 21.4%増）となりました。 

なお、当社は、令和７年 10 月１日付で商号を「バリストライドグループ株式会

社」から「Stride Digital Group 株式会社」へ変更しております。 

この新社名には「デジタル領域における力強い進化を支え、より良い社会を実現す

る」という想いを込めたものであり、グループ全体の持続的成長と、次代に向けた

価値創造に取り組んでまいります 

 

(2) 資金調達等についての状況 

1 資金調達 

該当するものはありません。 

 

2 設備投資 

該当するものはありません。 

 

3 事業の譲渡、吸収分割又は新設分割 

該当するものはありません。 

 

4 他の会社の事業の譲受け 

該当するものはありません。 

 

5 吸収合併又は吸収分割による他の法人等の事業に関する権利義務の承継 

該当するものはありません。 

 

6 他の会社の株式その他の持分又は新株予約権等の取得又は処分 

 当社は令和 7年 6月 1日に株式会社シムテックの発行済株式の全てを取得

し、100%子会社といたしました。 

 当社は令和 7年 6月 1日に株式会社キャリアシステムズの発行済株式の全て

を取得し、100%子会社といたしました。なお、株式会社キャリアシステムズは

令和 7年 6月 2日に当社の 100%子会社である ALH 株式会社と吸収合併をして消
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滅しております。 
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(3) 直前 3 事業年度の財産及び損益の状況        

区          分 

第 23 期 第 24 期 第 25 期 第 26 期 

令和 4 年 8 月期 令和 5 年 8 月期 令和 6 年 8 月期 令和 7 年 8月期 

   (当事業年度) 

売 上 高 （ 千 円 ） 493,619 643,559 581,433 698,122 

当 期 純 利 益 

（△は当期純損失）(千円) 

 

237,144 

 

373,856 

 

323,058 

 

392,297 

1 株当たり当期純利益 

（△は当期純損失）（円） 

 

694.34 

 

1,094.63 

 

945.89 

 

1,148.62 

総 資 産 （ 千 円 ） 1,365,527 2,744,426 2,980,339 5,019,460 

純 資 産 （ 千 円 ） 1,227,855 1,601,712 1,924,770 4,107,718 

（注）金額は表示単位未満を切り捨てて表示しております。 

 

(4) 対処すべき課題 

 当社では、以下の事項を経営課題として重視しております。 

1 優秀な IT人材の確保及びその育成 

2 市場環境（ニーズ）の変化への迅速な対応 

3 生産性の向上（コスト削減・品質向上・納期遵守） 

 

(5) 主要な事業内容 

当社は、グループ全体の戦略策定および経営資源の最適配分を行う純粋持株会社

であり、個別には事業活動を行っておりません。 

当社の主要な事業は、以下のとおり当社傘下の子会社を通じて行われております。 

 

1 ソフトウェア開発事業：主要子会社である ALH 株式会社、及び ICCOM 株式会

社、株式会社クロノス、株式会社トラストブレイン、株式会社シムテックが、

同事業を主要な事業としております。 

2 情報処理・提供サービス事業：株式会社 SPST が、同事業を主要な事業として

おります。 

3 教育事業：株式会社クロノスが、同事業を主要な事業としております。 

 

(6) 主要な拠点並びに使用人の状況 

1 主要な拠点 

本社 東京都 

支社 － 

 

2 使用人の状況 

使用人数 前期末比増減 平均年齢 平均勤続年数 

2 名 － 49.9 歳 21.8 年 

（注） 1. 使用人数には､ パート・アルバイトは含んでおりません。 

 2. 平均年齢、平均勤続年数は表示単位未満を切り捨てて表示しております。 
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(7) 重要な親会社及び子会社の状況 

1 親会社の状況 

会 社 名 資本金 
当社に対する 

議決権比率 
主要な事業内容 

株式会社ＳＨＩＦＴ 21,010 千円 100.0％ 
ソフトウェアの品質保証、 

テスト事業 

 

2 重要な子会社の状況 

会 社 名 資本金 
当社の 

議決権比率 
主要な事業内容 

A L H 株 式 会 社 9,000 千円 100.0％ ソフトウェア開発業 

ICCOM 株式会社 9,000 千円 100.0％ ソフトウェア開発業 

株式会社 S P S T 10,000 千円 100.0％ 情報処理・提供サービス業 

株式会社クロノス 71,230 千円 100.0％ 
ソフトウェア開発業、 

教育事業 

株式会社トラストブレイン 10,000 千円 100.0％ ソフトウェア開発業 

株式会社シムテック 10,000 千円 100.0％ ソフトウェア開発業 

 

(8) 主要な借入先及び借入額 

借    入    先 期末借入金残高 

株式会社ＳＨＩＦＴ 750,010 千円 
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貸借対照表 
（令和 7 年 8 月 31 日現在） 

（単位：千円） 

 
（記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。） 
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損益計算書 
自 令和 6 年 9 月 1 日 

至 令和 7 年 8 月 31 日 

（単位：千円） 

 
（記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。） 
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株主資本等変動計算書 
自 令和 6 年 9 月 1 日 

至 令和 7 年 8 月 31 日 

（単位：千円） 

 
（記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。） 
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【個別注記表】 

1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記 

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法 

  子会社株式および関係会社株式・・・移動平均法による原価法 

 

(2) 固定資産の減価償却の方法 

有形固定資産 定率法 

（ただし建物附属設備については定額法を採用しておりま

す） 

長期前払費用 定額法 

 

(3) 引当金の計上基準 

貸倒引当金・・・・債権の貸倒れによる損失の発生に備えるため、一般債権に

ついては貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権につ

いては個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上し

ております。 

賞与引当金・・・・従業員賞与の支給に備えるため、賞与支給見込額のうち、

当該事業年度に負担すべき金額を計上しております。 

 

(4) 収益及び費用の計上基準 

当社は、持株会社としてグループ会社の経営管理および経営指導を行ってお

り、その対価として、契約に基づき経営指導料を収受し、グループ売上高とし

て計上しております。当該サービスは一定の期間にわたり充足される履行義務

であるため、役務の提供が継続して行われる期間にわたり収益を認識しており

ます。 

 

(5) その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項 

消費税等の会計処理 税抜方式によっております。 

 

2. 株主資本等変動計算書に関する注記 

(1) 発行済株式の数に関する事項 

 

 

3. その他の注記 

該当事項はありません。 

株式の種類 
前事業年度末 

の株式数 
当事業年度 

増加株式数 

当事業年度 

減少株式数 

当事業年度末 

の株式数 

普通株式 341,537 株 － － 341,537 株 



附属明細書（計算書類関係） 

（令和 6 年 9 月 1 日から令和 7 年 8 月 31 日まで） 

 

1. 有形固定資産及び無形固定資産明細書 

 （単位：千円）   

区
分 

資産の種類 期首 

帳簿価額 

当期 

増加額 

当期 

減少額 

当期 

償却額 

期末 

帳簿価額 

減価償却 

累計額 

期末 

取得価額 

有
形
固
定
資
産 

建物附属設備 0  - - 0 18,904 18,904 

工具器具備品 0 1,500 - 333 1,167 5,459 6,626 

リース資産 - - - - - 2,427 2,427 

その他 - - - - - 132 132 

計 0 1,500 - 333 1,167 26,922 28,089 

注）工具器具備品の当期増加は、サーバー室エアコン設置によるもの 333 千円であります。 

 

2. 引当金明細書 

（単位：千円） 

区分 期首残高 当期増加額 当期減少額 期末残高 

貸倒引当金 42,440 - 2,682 39,758 

  



3. 販売費及び一般管理費明細 

（単位：千円） 

 

 



2025年 10月 23日 

 

Stride Digital Group 株式会社 

代表取締役社長 畠山 奨二 殿 

 

監査役 田中 耕介 

 

 

 

監査報告書の提出について 
 

 私、監査役 田中 耕介は、会社法第 381条第 1項の規定に基づき監査報告書を作成しまし

たので、別紙の通り提出いたします。 

 

 

以 上 

  

bad0e05e-6f0a-4578-8c8b-8991d9526332



監査報告書 

 
 私、監査役 田中 耕介は、2024年 9月１日から 2025年 8月 31日までの第 26期事業年度

の取締役の職務の執行を監査いたしました。その方法及び結果につき以下のとおり報告いたし

ます。 

 

 

１．監査方法及びその内容 

 監査役は、取締役、使用人及び親会社の監査等委員会その他の者と意思疎通を図り、情報の

収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及

び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決

裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査いたしました。   

子会社については、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に

応じて子会社から事業の報告を受けました。以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報

告及びその附属明細書について検討いたしました。 

 さらに、会計帳簿及びこれに関する資料の調査を行い、当該事業年度に係る計算書類（貸借

対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書について検

討いたしました。 

 

２．監査の結果 

（１）事業報告等の監査結果 

① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示して

いるものと認めます。 

② 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事

実は認められません。 

（２）計算書類及びその附属明細書の監査結果 

計算書類及びその附属明細書は、会社の財産及び損益の状況をすべての重要な点におい

て適正に表示しているものと認めます。 

 

 

2025年 10月 23日 

 

Stride Digital Group 株式会社 

        

     監査役 田中 耕介 

bad0e05e-6f0a-4578-8c8b-8991d9526332


	【SHIFT：分割側】事前開示書類（吸収分割）_東証提出必要 (提出用）v3
	吸収分割契約書_20260105_fix 1v3
	01.【BSG】事業報告および計算書類_FY25 8月期
	02.【BSG】附属明細書（計算書類）_FY25 8月期
	【SDG】第26期監査報告書



